
web 資料  Ⅲ－⑪  最低賃金の対象となる賃金の例  

 

                 この部分が最低賃金の対象         

賃金   定期給与       所定内給与                最低賃金の対象とな  

                               らない諸手当＝精皆  

                           当       勤手当・通勤手当・家  

                                  族手当                                 

                     時間外勤務手当  

              所定外給与   休日出勤手当  

    賞    与             深夜勤務手当  

資料出所：厚生労働省  

基    本   給  

諸    手   当  臨 時 の 賃 金

（結婚手当）  


